
安城市

安城市の特色
　安城市は、「ともに育み、未来をつくる　しあわせ
共創都市　安城」を目指す都市像に掲げ、子どもを
核としたまちづくりを進めています。JR東海道本線
や新幹線、名古屋鉄道本線と西尾線、そして国道１号

や23号バイパスといった主要
幹線道路など交通網が整って
いるため、労働条件に恵まれ、
多くの企業が立地しており、安
定した雇用と豊かな財政力を
誇ります。
　子育て支援と産業振興に力
を入れている安城市への立地
をぜひご検討ください。

担当：産業部商工課　　　　　　　　 　　tel：０５６６-７１-２２３５　fax：０５６６-７7-0010
　　　安城ビジネスコンシェルジュ（ABC）　tel：０５６６-93-3341　fax：０５6６-93-3342

■企業立地促進事業補助金
市内への企業立地を促進するため、工場等の
新増設について補助します。
（エリア制限有）
＜対象分野＞
製造業（産業廃棄物除く）
＜対象経費＞
・土地：取得した土地の固定資産税・都市計
画税相当額

・家屋、償却資産：固定資産取得費用（工場
の建設費や機械装置費等）※

＜補助率・限度額＞
・土地：補助対象経費の５年間分以内
・家屋、償却資産：補助対象経費の１０％以内
　（大企業８％以内）
・限度額：５億円
※企業投資促進事業補助金に該当する場合を
除く。

■企業投資促進事業補助金
愛知県の「21世紀高度先端産業立地補助金」
に採択される中小企業（研究所の新増設を除
く）又は「新あいち創造産業立地補助金（Ａタイ
プ）」に採択される企業に対し、愛知県と共同で
補助します。
＜対象経費＞
土地を除く固定資産取得費用の１０％以内（大
企業８％以内）を愛知県と共同で補助します。
限度額は10億円。事業内容及び産業分野等に
より、投資規模、雇用者数、在市年数等の条件
が異なります。

■がんばる中小企業応援事業補助金
中小企業の経営改善、組織強化及び事業拡大
に資する事業に係る費用の一部を補助します。
＜対象事業＞
・人材育成事業（社内研修、社外研修及び資格
取得に係る費用）
・人材確保事業（合同企業説明会の出展及び
求人広告媒体等への掲載に係る費用）
・展示会出展事業（展示会、見本市の出展に係
る費用）
・特許申請等事業（特許、実用新案及び意匠出
願に係る費用）
・依頼試験事業（大学、公設試験研究機関等で
行う試験、技術指導等に係る費用）
・販売促進事業（顧客、市場への新たな販路開
拓に係る費用）
・現場改善等相談事業（温室効果ガス削減、デ
ジタル化推進に係る費用）
・BCP策定事業（BCPの策定に係る費用）
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市内企業の流出抑制と新たな産業を誘致するため、安城北山﨑地区工業団地の
開発を行います。

■ものづくり企業研究開発推進事業補助金
市内中小企業（製造業、建設業、情報通信産業
の一部に限る）が行う新製品、新技術等の開発
に要する費用の一部を補助します。
＜対象経費＞
・原材料費及び副資材費
・工具及び器具その他の備品購入費
・機械及び装置のリースに要する費用
・外注加工費及び外部委託費
＜補助額＞
・単独開発事業（単独で行う事業）最高200
万円

・共同開発事業（中小企業、大学、公設機関及
び公設試験研究機関等と共同して行う事業）
最高300万円

＜詳細は下記ＨＰをご覧ください＞

安城市は企業立地からその後までサポートします。

助成・補助制度

安城市へ立地する魅力

安城北山崎地区工業団地（約14.5ha）


